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（注意） 
１．問題冊子（表紙を含む）は２枚です。 
２．問題冊子は指示があるまで開かないで下さい。 
３．問題冊子と下書き用紙は持ち帰って下さい。 
４．解答は、鉛筆、シャープペンシル、ペン、ボールペンのいずれで記入して

も構いません。 
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試験科目    刑     法 

 

 

 平成９年２月２７日午後２時頃から、秋田県河辺郡の県道秋田雄和本荘線において、秋

田警察署交通第二課のＡ警部補の指揮の下に９名の警察官が座席ベルト装着義務違反の取

締を開始した。 

 午後２時２０分頃、現認係のＢ巡査長から秋田番号の車両の運転手が座席ベルトをして

いない旨の無線連絡を受けて、Ｃ巡査が同車を停止させた。運転席から降りた被告人Ｘに

対し、座席ベルト装着義務違反であることを告げたが、Ｘは「ベルトは前に停まっていた

覆面パトカーを見つけたから停まねばできねと思って外した。」「仕事が忙しいのであと帰

る。」などと言ったので、Ａに応援を頼み、Ｘを説得して移動交番車の中に入ってもらった。

可動式テーブルの前の椅子に座らせ、免許証の提示を求め、説得の末、提示を受けて、Ｘ

の氏名等が判明し、点数切符の作成を開始した。 

 点数切符は１０組が１綴となっており、下敷き付きのバインダーではさんで使用するも

のであった。本件当時、８組は既に使用されて取り去られており、Ｃが作成しようとして

いたのは９組目の点数切符である。Ｘは、違反していない旨を主張し続けていたが、Ｃは、

報告票の自認書の欄にＸの署名・押印を求めた。 

 Ｃらが、違反は現認されているし、点数は取られると話したところ、午後２時５５分頃、

作成中の点数切符をＸが掴み取って、両手に握りつぶし、細かく引き裂いた。Ｃは「何す

るんだ。返せ。」と言ったが、Ｘは、破った切符をはいていたトレパンのポケットに入れて

移動交番車から降り、自分の車に乗ってしまった。なお、Ｘの車両はエンジンがかかって

おり、ドアがロックされていた。 

 

以上の事実に基づき、秋田地裁（平成９年９月２日）は、被告人 X に対して、公用文書

毀棄罪（刑法２５８条）の成立は認めたものの、公務執行妨害罪（刑法９５条１項）の成

立は認めなかった。ここで秋田地裁によって採られていると考えられる論理を説明した後、

検察官の立場から、これに対する反論を述べなさい。 

 


